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（凡例） 

法…都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

政令…都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号） 

省令…都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号） 

市条例…水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例 

（平成 16 年水戸市条例第１号） 

市規則…水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例施行規則 

（平成 16 年水戸市規則第 17 号） 

市細則…水戸市都市計画法施行細則（昭和 59 年水戸市規則第 10 号） 

区域区分日…区域区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、

又は当該都市計画の変更により市街化調整区域が拡張された日 

（水戸市においては昭和 46 年３月 15 日） 

盛土規制法…宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

盛土規制法施行令…宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号） 

防災マニュアル…盛土等防災マニュアルの解説 

（編集：盛土等防災研究会、発行：株式会社ぎょうせい） 

小規模開発行為…開発区域の面積が 1,000 ㎡未満の開発行為 

予定建築物…開発区域内において予定される建築物
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